
対
象

①
臨
時
福
祉
給
付
金
…
次
の
2
つ
の
要

件
を
満
た
す
人

◦
平
成
28
年
1
月
1
日
に
市
に
住
民
記

録
が
あ
る（
平
成
28
年
1
月
2
日
以

降
に
転
入
し
た
人
は
、
転
入
前
の
市

区
町
村
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

◦
平
成
28
年
度
の
市
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
な
い（
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の

扶
養
で
あ
る
場
合
や
、
生
活
保
護
を

受
け
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
）

②
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け

給
付
金
…
①
の
支
給
要
件
を
満
た
す

人
の
う
ち
、
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人（
高
齢
者
向
け

給
付
金
を
受
給
し
た
人
は
除
く
）

金
額
＝
①
3
、
0
0
0
円
②
3
万
円

申
請
方
法

　
支
給
対
象
と
見
込
ま
れ
る
人
に
、
申

請
書
類
を
8
月
31
日
㈬
以
降
に
郵
送
し

ま
す
。
く
わ
し
い
支
給
対
象
の
要
件
な

ど
は
、
申
請
書
類
と
共
に
送
付
し
ま
す

の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
に
な

る
人
は
必
要
事
項
を
書
い
て
同
封
の
返

信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
と
思
わ
れ
る
の
に
申
請
書
類
が

届
か
な
い
場
合
は
、
成
田
市
給
付
金

専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
9
月
1
日
㈭
に
開
設
、

☎
20
‐
1
9
0
0
、
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間
＝
9
月
1
日
㈭
〜
12
月
28
日

㈬（
当
日
消
印
有
効
）

支
給
方
法
＝
申
請
の
受
け
付
け
後
、
決

定
通
知
書
を
送
付
し
て
指
定
の
口
座

に
振
り
込
み
ま
す

※
く
わ
し
く
は
社
会
福
祉
課（
☎
20
‐

1
5
3
6
）へ
。

平
成
26
年
4
月
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
所
得
の
少
な
い

人
に
対
し
、「
臨
時
福
祉
給
付
金
」が
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及

び
に
く
い
、
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
に
対
し
、「
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向

け
給
付
金
」が
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
は

か
ら

9
月
1
日

臨
時
福
祉
給
付
金

振
り
込
め
詐
欺
に
注
意

　
国
・
県
・
市
区
町
村
の
職
員
な

ど
が
A
T
M（
現
金
自
動
支
払
機
）

の
操
作
や
、
給
付
金
の
受
け
取
り

の
た
め
の
手
数
料
を
求
め
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報
の

詐
取
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

対象者確認チャート
障害・遺族基礎年金受給者向け給付金 臨時福祉給付金

④�障害・遺族年金受給者向け給付金（3万円）の支給対象と
なる可能性があります。

④�臨時福祉給付金（3,000円）の支給対象となる可能性があ
ります。

対象ではありません

対象ではありません

対象ではありません

①�平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給
していますか？ ①平成28年度分の市民税は課税されていますか？

②�平成28年度臨時福祉給付金（3,000円）の支給要件に当て
はまりますか？

②�平成28年度分の市民税が課税されている人に扶養され
ていますか？

③�高齢者向け給付金3万円は受給しましたか?（受給する予
定ですか？） ③生活保護を受けていますか？

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえはい

はい

はい はい

はい

はい
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